
 

 

 
＜経緯＞ 

 

  地場中小企業を取り巻く厳しい状況の中、経地場中小企業が地域経済の下支

え，さらには雇用の確保という面において大きな役割を果たしていることを踏

まえ，経済対策の一環として、平成２１年１月より「公共工事における地場中

小企業支援措置」に取り組み、現在、１２の支援措置を実施中。（別紙参照） 

 

 

 

《 平成２２年度に向けた取り組み 》 

 

依然として中小企業を取り巻く経済情勢は大変厳しい状況にあることから、

平成２２年度においても、地場中小企業支援措置を継続･強化する必要がある。 

 

 

 

 

そのなかで、特に工事等の早期発注については、平成２１年度と同様に 

発注目標を掲げ、全庁を挙げて取り組んでいく。 

＜平成２１年度上半期工事発注目標８０％ → 実績８１％＞ 

  
 
 
 

  各局・区において、早期発注に向けた準備・体制づくり 

   ※早期発注とは、４月～６月までに発注する工事。 
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＜別紙＞

○平成２１年度　「公共工事における地場中小企業支援措置」

内　　　　　　容

①
工事や設計委託等のスピー
ディかつ途切れのない発注
を推進

◆平成２１年度工事・設計委託等の早期発注
　○平成２１年度工事発注目標設定
　　上半期発注率 80％超（平成21年4月7日発表）
　　年内発注率　 95％超（平成21年11月24日発表）

◆工事完了から検査までの期間短縮（2月1日～）
　14日以内 → 10日以内

◆工事代金支払期限の短縮（1月13日～）
　40日以内 → 20日以内

⑤
工事請負代金債権を担保と
した融資制度を導入

◆国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」
　の活用（1月13日～）

⑥ 前金払制度の活用の促進
◆工事契約の中間前金払制度及び委託契約の前金払制度の
　利用促進（2月10日～）

⑦
設計・測量業務委託等の
最低制限価格の改定

◆設計・測量業務委託等の最低制限価格の改定
                                 (3月1日～)

⑧
工事契約における入札手続き
の期間短縮

◆新たな「短縮日程」の設定よる契約手続きの迅速化(4月公告～)
　（標準36日→29日）

⑨
物件移転補償費及び用地費の
前払金の見直し

◆物件移転補償費と用地費の前払金の割合の見直し(4月1日～)
（現行７０％ → 改定８０％）

⑩
一般土木の地場企業対象工事
の範囲拡大

◆一般土木工事の地場企業対象範囲の拡大 (10月1日～)
（現行７億円未満 → 拡大１０億円未満）

⑪
工事の入札における最低制限
価格の改定

◆工事の最低制限価格の改定 (10月1日～)

⑫
工事成績優良業者表彰制度の
導入

◆公表に加え工事成績優良業者表彰制度の導入 (10月1日～)

項　　目

④

◆発注規模による分割発注（1月13日～）
◆工種による分離発注（1月13日～）

工事代金の支払手続きを
スピードアップ

分離・分割発注の推進によ
り、受注機会の増大を図る

設計変更対応の迅速化や工
事書類の簡素化により、工
事請負業者の負担を軽減

◆設計変更へのスピーディな対応（1月13日～）
◆工事書類の簡素化（2月1日～）

②

③


